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又
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濁
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〇
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〇
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〇
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七
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八
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〇
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〇
五

二
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〃

〃
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〇
八
、

〃
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〃
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〇
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七
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〃

〃
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出
水
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／
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日
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〇
〇
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、
八
八
〇
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四
〇

七
、
二
〇
〇

三
二
〇

六
、
〇
〇
〇
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知
事

二

井

関

成

四
〇
〇

三
、
六
〇
〇

六
四
五

二
〇
七
、
五
九
六

八
〇
〇

一
、
二
〇
〇

四
八
〇

七
二
〇

七
二
〇

一
、
二
〇
〇

六
一
八

七
三
〇
、
四
六
九

一
七
八

三
二
四
、
一
八
八

〇
〇
〇
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八
、
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〇
〇
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六
〇
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六
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〇
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膚
科

周
南

産
婦
人
科

〃

医
院

熊
毛
一

ク
リ
ニ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

〃一
二

い
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

美
祢

循
環
器
内
科

宇
部

眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

産
婦
人
科

〃

咽
喉
科
う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口

ら
医
院

〃

皮
膚
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

防
府

よ
し
心
療
内
科
ク
リ
ニ
ッ

光
市

市
大
字
中
野
開
作
六
七

市
葵
一
丁
目
四
番
七
四
号

泉
町
一
五
〇
の
一

大
字
御
許
町
三
〇
の
一

市
新
清
光
台
二
丁
目
一
〇
番
二

郡
阿
東
町
大
字
嘉
年
下
一
四
六

〃

大
字
徳
佐
中
一
〇
三

市
藤
生
町
一
丁
目
一
七
番
二
六

小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
七
八
の

郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五
六
九

郡
美
東
町
大
字
大
田
五
七
八
五

市
南
町
一
丁
目
六
番
二
号

柳
井
七
八
四
八
の
二
〇

市
新
町
二
丁
目
四

飯
島
町
二
丁
目
三
九

郡
上
関
町
大
字
室
津
五
五
二
の

平
生
町
大
字
平
生
町
五
六
九

郡
秋
芳
町
大
字
秋
吉
五
三
四
一

市
大
字
西
岐
波
四
六
九
五
の
一

寿
町
一
丁
目
四
番
五
号

常
盤
町
二
丁
目
一
番
四
四
号

市
小
郡
下
郷
二
二
七
一
の
五

江
崎
二
四
七
五
の
二

市
中
央
町
二
番
二
六
号

虹
ケ
浜
三
丁
目
一
六
番
三
〇
号

平
成
一
九
、

三
、
三
一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
〇

〇

〃

〃

三
一

六

〃

〃

〃

八

〃

〃

〃

号

〃

〃

〃

一

〃

〃

〃

の

〃

〃

〃

の

平
成

三
、

二
、
二
八

〃

四
、

一

〃

三
、
二
四

〃

〃

三
一

〃

〃

〃

一

〃

〃

〃

の

〃

〃

〃

の

〃

〃

〃

平
成
一
八
、

八
、
三
一

平
成
一
九
、

四
、
一
五

平
成
一
七
、

六
、
三
〇

平
成
一
九
、

三
、
三
一

〃

〃

〃

〃

二
、

八

〃

三
、
三
一

院コ
ス
モ
ス
薬
局

リ
ニ
ッ
ク

土
屋
歯
科
医
院

あ
お
ぞ
ら
歯
科
医
院

あ
か
ざ
き
歯
科
医
院

つ
じ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

コ
ス
モ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
生
ク
リ
ニ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

医
療
法
人
平
成
会
大
田
歯
科
医

あ
き
よ
し
心
療
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク広
田
皮
膚
科

博
和
会
み
み
・
は
な
・
の
ど
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク

近
藤
医
院

平
生
ク
リ
ニ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー

医
療
法
人
社
団
さ
か
い
内
科
ク

朝
日
ア
イ
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
い
ぶ
き
会
針
間
産
婦

人
科

医
療
法
人
社
団
尾
崎
循
環
器
内

科う
ち
ク
リ
ニ
ッ
ク

た
む
ら
医
院

は
す
い
け
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

山
口
県
告
示
第
三
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

医

療

名

称

三宇
部
市
大
字
中
野
開
作
六
八
の

三宇
部
市
上
町
二
丁
目
三
番
三
三

萩
市
大
字
御
許
町
一
二
三

岩
国
市
藤
生
町
一
丁
目
一
七
番

美
祢
市
大
嶺
町
東
分
二
九
〇
の

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
七

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
五

一
二

美
祢
郡
美
東
町
大
字
大
田
五
七

光
市
虹
ケ
浜
三
丁
目
一
六
番
三

周
南
市
新
町
二
丁
目
四

山
陽
小
野
田
市
大
字
厚
狭
四
六

熊
毛
郡
上
関
町
大
字
室
津
五
五

一〃

平
生
町
大
字
平
生
町
五

一
二

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
秋
吉
五
三

宇
部
市
寿
町
一
丁
目
四
番
五
号

〃

常
盤
町
二
丁
目
一
番
四

〃

大
字
西
岐
波
四
六
九
五

山
口
市
小
郡
下
郷
二
二
七
一
の

〃

江
崎
二
四
七
五
の
二

防
府
市
大
字
新
田
五
八
二
の
一

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。山

口

機

関

所

在

七

平
成
一
九
、

四
、

号

〃

五
、

〃

〃

二
六
号

〃

四
、

八

〃

〃

八
の
一

〃

〃

六
九
の

〃

〃

八
五
の

平
成

三
、

三
、

〇
号

〃

四
、

〃

〃

七
の
一

〃

〃

二
の
一

〃

〃

六
九
の

〃

〃

四
一
の

〃

〃

平
成
一
九
、

五
、

四
号

平
成
一
七
、

七
、

の
一

平
成
一
八
、

九
、

五

平
成
一
九
、

四
、

〃

〃

〃

五
、

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

県
知
事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

地

〃 〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃 一〃〃〃〃〃 の



会
居氏称

社
会

山
陽

社
会

山 口 県

氏藤
井

岸
本

山
生

る
同

の
届

報

山
生

十
九

た
。施 有

限
薬
局

三
栄

し
ん

ニ
コ

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

宅

介

護

事

業

者

名
又
は
名

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
法
人

小
野
田
市

福
祉
協
議

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

さ小

名

名

称

明
生

か
み
は
ら
整
骨
院

正
司

防
府
整
骨
院

口
県
告
示
第
三
百
十
七
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

出
が
あ
っ
た
。

口
県
告
示
第
三
百
十
六
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

施

術
者
の

会
社
く
す
り
の
あ
ま
く
さ

葵
店

山
口

堂
薬
局

防
府

で
ん
薬
局

〃

ニ
コ
薬
局

周
南
号

山
口
県
知

居

宅

介

護

事

業

所

名

称

所

在

地

わ
や
か
社
協

野
田

山
陽
小
野
田
市

千
代
町
一
丁
目

二
番
二
八
号

所

在

地

宇
部
市
神
原
町
二
丁
目
二
番
一

防
府
市
中
央
町
二
番
五
号

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

、
指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条

の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施

山
口
県
知

術

所

市
葵
一
丁
目
四
番
七
四
号

市
石
が
口
一
丁
目
四
番
一
七
号

大
字
新
田
五
八
二
の
八

市
新
清
光
台
二
丁
目
一
〇
番
二

事

二

井

関

成

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

訪
問
介

護

平
成
一
九
、

三
、
三
一

号

平
成
一
九
、

四
、
一
六

〃

五
、

一

の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

お
り
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四

術
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

事

二

井

関

成

指

定

年

月

日

〃

〃

〃

〃

五
、

〃

〃

〃

〃

〇

〃

四
、

〃

介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

居

宅

介

護

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

福
祉
生
活
協
同

組
合
さ
ん
コ
ー

プ

山
口
市
桜
畠

丁
目
二
三
一

の
八

会〃

〃〃〃

〃

山
口
県
告
示
第
三
百
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

陽
小
野
田
市
社
会

福
祉
協
議
会

代
町
一
丁

二
八
号

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

山
陽
小
野
田
市

社
会
福
祉
協
議

山
陽
小
野
田

千
代
町
一
丁

二
番
二
八
号

〃

〃〃〃

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業

名

称

主
た
る
事

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人
山

山
陽
小
野

を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お

山
口

居

宅

介

護

事

業

名

称

所

在

二二

ま
ち
な
か
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
さ
ん

コ
ー
プ
河
村
邸

山
口
市
本

丁
目
一
番

号

〃

〃〃〃

〃

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

目
二
番

援
セ
ン
タ
ー
小
野

田

代二

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

市目

さ
わ
や
か
社
協

小
野
田

山
陽
小
野

千
代
町
一

二
番
二
八

〃

〃〃〃

〃

者

居
宅
介
護
支
援

務
所

名

称

所

田
市
千

総
合
生
活
福
祉
支

山
り
指
定
し
た
。

県
知
事

二

井

関

成

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地町
二

一
六

通
所
介

護

平
成
一
九
、

四
、

介
護
予

防
訪
問

入
浴
介

護

〃

〃

〃

四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

町
一
丁
目
二
番

八
号

三
、
三

所

事
業
の

種
類

廃
止
年
月
日

地田
市
丁
目
号

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
一
九
、
三
、
三

訪
問
入

浴
介
護

〃

〃

〃

事
業
所

廃
止
年
月
日

在

地

陽
小
野
田
市
千

平
成
一
九
、

一 、 一一



社
会

べ
の

山
生

介
護

山 口

山
生

介
護居名

県 報

特
定

動
法
地
域
２
１

〃 社
会

む
べ

社
会

恩
賜

会社
会
博
愛

福
祉
法
人
む

里

宇
部
市
大
字
東
須

恵
三
二
〇
の
一

口
県
告
示
第
三
百
二
十
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

口
県
告
示
第
三
百
十
九
号

活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

宅
介
護
支
援
事
業
者

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

非
営
利
活

人
田
万
川

サ
ポ
ー
ト

萩
市
大
字
江
崎

五
五

小ホり

〃

〃

〃

グム

福
祉
法
人

の
里

宇
部
市
大
字
東

須
恵
三
二
〇
の

一

む老愛

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

二
八
号

済ルあ

福
祉
法
人

会

山
口
市
黒
川
三

三
六
三

山デセ

山
口
県
知

む
べ
の
里
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
博

愛
園

宇
部
市

目
七
番

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指

第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関

山
口
県
知

居
宅
介
護
支
援
事

名

称

所

規
模
多
機
能

ー
ム
ぬ
く
も

萩
市
大
字
江
崎

五
五

ル
ー
プ
ホ
ー

ぬ
く
も
り

〃

〃

〃

べ
の
里
養
護

人
ホ
ー
ム
博

園

宇
部
市
中
村
二

丁
目
七
番
一
七

号

生
会
山
口
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

さ
く
ら

山
口
市
朝
倉
町

四
番
五
五

六

号

口
あ
か
り
園

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

〃

黒
川
三

三
六
三

事

二

井

関

成

中
村
二
丁

一
七
号

平
成
一
九
、

四
、

一

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
し
た
。

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

事

二

井

関

成

業
所

指
定
年
月
日

在

地
小
規
模

多
機
能

型
居
宅

介
護

〃

〃

〃

認
知
症

対
応
型

共
同
生

活
介
護

平
成
一
八
、

一
二
、

〃

特
定
施

設
入
居

者
生
活

介
護

〃

〃

〃

認
知
症

対
応
型

通
所
介

護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

医
療
法
人
社
団

曙
会

〃

泉
都

九
番
七
号

社
会
福
祉
法
人

祐
寿
会

〃

吉
敷

三
九
五

周
南
農
業
協
同

組
合

下
松
市
西
柳

丁
目
三
番
四

号

株
式
会
社
ニ
チ

イ
学
館

東
京
都
千
代

区
神
田
駿
河

二
丁
目
九

医
療
法
人
社
団

水
生
会

山
口
市
大
内

田
三
八
五

社
会
福
祉
法
人

博
愛
会

〃

黒
川

三
六
三

山
口
中
央
農
業

協
同
組
合

〃

吉
敷

五
二
五
の
一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン

東
京
都
港
区

本
木
六
丁
目

〇
番
一
号

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会

〃

〃

田
一
丁
目
四

二
八
号

福
祉
生
活
協
同

組
合
さ
ん
コ
ー

プ

山
口
市
桜
畠

丁
目
二
三
一

の
八

介

護

予

防

事

業

者

氏
名
又
は
名

称

住
所
又
は
主

た
る
事
務
所

の
所
在
地

社
会
福
祉
法
人

山
口
市
社
会
福

祉
協
議
会

山
口
市
上
竪

路
八
九
の
一

社
会
福
祉
法
人

愛
世
会

宇
部
市
大
字

中
一
二
六
の

町

湯
田
温
泉
在
宅

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

〃

泉

九
番
七
号

一

よ
し
き
悠
々
苑

ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

〃

吉

三
九
五

二八

周
南
と
く

や
ま
訪
問
介
護

セ
ン
タ
ー

周
南
市
大

山
五
八
二

八

田台

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ

ン
タ
ー
山
口

〃

宮

三
番
二
四

矢

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

ア
ー
ユ
ス

〃

大

田
三
七
一

三

山
口
あ
か
り
園

訪
問
介
護
事
業

所

〃

黒

三
六
三

四

山
口
中
央
農
業

協
同
組
合
本
所

〃

吉

五
二
五
の

六一

株
式
会
社
コ
ム

ス
ン
山
口
西
京

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

〃

楠

八
番
五
号

三番

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
在
宅
複
合

型
施
設
や
す
ら

ぎ
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

〃

朝

四
番
五
五

号

二二

さ
ん
コ
ー
プ
在

宅
介
護
サ
ー
ビ

ス

〃

桜

丁
目
二
三

の
八

介

護

予

防

事

業

名

称

所

在

小

お
ご
お
り
訪
問

介
護
事
業
所

山
口
市
小

郷
一
四
三

六

山一

小
郡
・
山
手
一

番
館
訪
問
介
護

事
業
所

〃

〃

二
九

都
町

〃

〃

〃

敷
一

〃

〃

〃

字
徳

五
の

〃

〃

〃

島
町
号

〃

〃

〃

内
矢

〃

〃

〃

川
三

〃

〃

〃

敷
四

一

〃

〃

〃

木
町

〃

〃

〃

倉
町六

〃

〃

〃

畠
二

一
二

〃

〃

〃

所

事
業
の

種
類

指
定
年
月
日

地郡
下

七
の

介
護
予

防
訪
問

介
護

平
成
一
九
、

四
、

〃

〃

〃

六

〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃〃 一〃



社
会
博
愛

会社
会

正
清

福
祉

組
合

プ

山 口 県

医
療
曙
会

社
会

愛
世

〃社
会

恩
賜

報

社
会

阿
東
祉
協

社
団
市
医

社
会
恩
賜

会 社
会

恩
賜

会社
会
博
愛

福
祉
法
人

会

〃

黒
川
三

三
六
三

山デセ

二
八
号

タ型ぎス倉

福
祉
法
人

会

山
口
市
阿
知
須

五
〇
四
四
の
一

白サタ

生
活
協
同

さ
ん
コ
ー

〃

桜
畠
二

丁
目
二
三
一
二

の
八

まサコ

法
人
社
団

山
口
市
泉
都
町

九
番
七
号

湯看シ

福
祉
法
人

会

宇
部
市
大
字
山

中
一
二
六
の
一

小番ビ

〃

〃

〃

デセ倶

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

済域

福
祉
法
人

町
社
会
福

議
会

阿
武
郡
阿
東
町

大
字
地
福
上
一

六
九
七

社阿祉

法
人
宇
部

師
会

宇
部
市
中
村
三

丁
目
一
二
番
五

四
号

宇訪テ

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

二
八
号

済域タ型ぎテ

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

二
八
号

済域タ型ぎン

福
祉
法
人

会

山
口
市
黒
川
三

三
六
三

山訪事
口
あ
か
り
園

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

〃

黒
川
三

三
六
三

ー
在
宅
複
合

施
設
や
す
ら

デ
イ
サ
ー
ビ

セ
ン
タ
ー
朝

号

松
苑
デ
イ

ー
ビ
ス
セ
ン

ー

〃

阿
知
須

五
〇
四
四
の
一

ち
な
か
デ
イ

ー
ビ
ス
さ
ん

ー
プ
河
村
邸

〃

本
町
二

丁
目
一
番
一
六

号

田
温
泉
訪
問

護
ス
テ
ー

ョ
ン

〃

泉
都
町

九
番
七
号

郡
・
山
手
一

館
デ
イ
サ
ー

ス
セ
ン
タ
ー

〃

小
郡
下

郷
二
九

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー
明
治

楽
部

〃

〃

一
二
七
六

生
会
山
口
地

ケ
ア
セ
ン

〃

朝
倉
町

四
番
五
五

六

会
福
祉
法
人

東
町
社
会
福

協
議
会

阿
武
郡
阿
東
町

大
字
地
福
上
一

六
九
七

部
市
医
師
会

問
看
護
ス

ー
シ
ョ
ン

宇
部
市
琴
芝
町

二
丁
目
四
番
二

五
号

生
会
山
口
地

ケ
ア
セ
ン

ー
在
宅
複
合

施
設
や
す
ら

訪
問
看
護
ス

ー
シ
ョ
ン

山
口
市
朝
倉
町

四
番
五
五

六

号

生
会
山
口
地

ケ
ア
セ
ン

ー
在
宅
複
合

施
設
や
す
ら

訪
問
入
浴
セ

タ
ー

山
口
市
朝
倉
町

四
番
五
五

六

号

口
あ
か
り
園

問
入
浴
介
護

業
所

〃

黒
川
三

三
六
三

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
通
所

介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
訪
問

看
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
訪
問

入
浴
介

護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

医
療
法
人
社
団

水
生
会

〃

大
内

田
三
八
五

社
会
福
祉
法
人

む
べ
の
里

宇
部
市
大
字

須
恵
三
二
〇

一

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会

東
京
都
港
区

田
一
丁
目
四

二
八
号

愛
世
会

中
一
二
六
の

社
会
福
祉
法
人

正
清
会

山
口
市
阿
知

五
〇
四
四
の

社
会
福
祉
法
人

博
愛
会

〃

黒
川

三
六
三

社
会
福
祉
法
人

祐
寿
会

〃

吉
敷

三
九
五

医
療
法
人
清
仁

会

〃

小
郡

郷
七
五
一
の

社
会
福
祉
法
人

恩
賜
財
団
済
生

会

東
京
都
港
区

田
一
丁
目
四

二
八
号

社
会
福
祉
法
人

宇
部
市
大
字

医
療
法
人
樹
一

会

〃

駅
通

二
丁
目
一
〇

七
号

社
会
福
祉
法
人

祐
寿
会

〃

吉
敷

三
九
五

医
療
法
人
社
団

水
生
会

〃

大
内

田
三
八
五

型
施
設
や
す
ら

ぎ
福
祉
用
具
貸

与
セ
ン
タ
ー

矢

老
人
保
健
施
設

ア
ー
ユ
ス

〃

大

田
三
七
一

東の

む
べ
の
里
養
護

老
人
ホ
ー
ム
博

愛
園

宇
部
市
中

丁
目
七
番

号

三番

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
在
宅
複
合

山
口
市
朝

四
番
五
五

号

一

ホ
ー
ム
小
郡
・

山
手
一
番
館

郷
二
九

須一

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
白
松
苑

〃

阿

五
〇
四
四

三

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
山
口
あ

か
り
園

〃

黒

三
六
三

一

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
よ
し
き

悠
々
苑

〃

吉

三
九
五

下四

な
ぎ
の
木
在
宅

ケ

ア

セ

ン

タ
ー
・
デ
イ
ケ

ア

〃

小

郷
七
五
一

三番

済
生
会
山
口
地

域
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
在
宅
複
合

型
施
設
や
す
ら

ぎ

〃

朝

四
番
五
五

号

山

特
別
養
護
老
人

〃

小

り番

山
口
病
院
通
所

介
護
こ
も
れ
日

〃

駅

二
丁
目
一

七
号

一

よ
し
き
悠
々
苑

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー

〃

吉

三
九
五

矢

老
人
保
健
施
設

ア
ー
ユ
ス

〃

大

田
三
七
一

与

内
矢

介
護
予

防
短
期

入
所
療

養
介
護

〃

〃

村
二

一
七

介
護
予

防
特
定

施
設
入

居
者
生

活
介
護

〃

〃

倉
町六

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

〃

〃 〃

知
須
の
一

〃

〃

〃

川
三

〃

〃

〃

敷
一

〃

〃

〃

リ
テ
ー

シ
ョ
ン

郡
下
の
四

〃

〃

〃

倉
町六

介
護
予

防
短
期

入
所
生

活
介
護

〃

〃

郡
下

〃

〃

通
り

〇
番

〃

〃

〃

敷
一

〃

〃

〃

内
矢

介
護
予

防
通
所

リ
ハ
ビ

〃

〃

〃〃〃 〃〃〃〃 〃〃 〃〃〃



一二三

山 口

山
森

安
林

県 報

社
会

博
愛

社
会
恩
賜
会社

会
博
愛

福
祉

組
合

プ社
会

恩
賜

会〃

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

阿
武
郡
阿
東
町
大
字
生
雲
中
字
奥

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

園

口
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

福
祉
法
人

会

山
口
市
黒
川
三

三
六
三

山デセ

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

二
八
号

済ルあ

福
祉
法
人

会

山
口
市
黒
川
三

三
六
三

グム

生
活
協
同

さ
ん
コ
ー

山
口
市
桜
畠
二

丁
目
二
三
一
二

の
八

さ宅ス

福
祉
法
人

財
団
済
生

東
京
都
港
区
三

田
一
丁
目
四
番

二
八
号

済ルあ

〃

〃

〃
〃

〃

済イン
沢
田
一
七
一
三
の
一
八

百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の

予
定
で
あ
る
。

山
口
県
知

口
あ
か
り
園

イ
サ
ー
ビ
ス

ン
タ
ー

〃

黒
川
三

三
六
三

生
会
山
口
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

さ
く
ら

〃

朝
倉
町

四
番
五
五

六

号

ル
ー
プ
ホ
ー

山
口
あ
か
り

〃

黒
川
三

三
六
三

ん
コ
ー
プ
在

介
護
サ
ー
ビ

〃

桜
畠
二

丁
目
二
三
一
二

の
八

生
会
山
口
グ

ー
プ
ホ
ー
ム

さ
く
ら

〃

朝
倉
町

四
番
五
五

六

号

生
会
老
人
デ

サ
ー
ビ
ス
セ

タ
ー
緑
町

〃

緑
町
二

番
一
一
号

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
共
同

生
活
介

護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

介
護
予

防
認
知

症
対
応

型
通
所

介
護

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

公

（
二
九
六
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
九
年

商
政
課
及
び
岩
国
市
農
林
経
済

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と

３

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

二
九
の
五
四
、
大
字
嘉
万
字

三
四
の
二
、
五
三
四
の
八
、

二

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を

山
口
県
告
示
第
三
百
二
十
二

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

一

保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
郡
秋
芳
町
大
字
青
景

山
口

告

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

六
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
十
二

部
商
工
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県

供
す
る
。
）

植
山
五
〇
六
、
五
二
一
の
一
、
五

五
三
七
、
字
山
ノ
奥
五
四
一
の
一

は
、
定
め
な
い
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
秋

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五

。

山
口

字
大
谷
西
平
三
二
九
の
一
四
、
三

県
知
事

二

井

関

成

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

に
供
し
ま
す
。

種農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
秋

三
二
、
五
三
四
、
五
三
四
の
一
、

、
五
四
二

芳
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
知
事

二

井

関

成

二
九
の
一
五
、
三
二
九
の
五
三
、

の部 芳 五準 保三

公

告



五 三四

山 口 県

一二
株

報

四五 一二
株

三

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
一
月
二
十
四
日

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

東
洋
食
品
株
式

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

丸
久
西
岩
国
店

所
在
地

岩
国
市
錦
見
五
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
ス
ー
パ
ー
ふ
そ
う

防
府

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の

代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

フ
ジ
グ
ラ
ン
岩
国

所
在
地

岩
国
市
麻
里
布
町
二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
西
南
企
画

愛
媛

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

会
社

岡
野

正
則

在
地

一
七
番
一
三
号

代
表
者
の
氏
名

住市
戎
町
一
丁
目
一
〇
番
五
号

変

更

前

内
島

朝
良

在
地

丁
目
七
二
の
五

代
表
者
の
氏
名

住県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二
番
一

前

変

更

後

黒
田
要
一
郎

所

代
表
者
の
氏
名

大
川

展
洋

変

更

後

田

明

所

代
表
者
の
氏
名

号

田

明

名

称

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

平
成
十
九
年
五
月
三
十
一

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
十
四
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ベ
ス
ト
電
器

所
在
地

周
南
市
道
源

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
西
南
企
画

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

代
表
者
の
氏
名

四

届
出
年
月
日

び
周
南
市
鹿
野
総
合
支
所
に
お

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

パ
ル
テ
ィ
・

所
在
地

周
南
市
政
所

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

（
二
九
七
）
大
規
模
小
売
店
舗

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
十
九
年

商
政
課
並
び
に
周
南
市
経
済
部

住

福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二

日及
び
所
在
地

周
南
店

町
四
八
七
五
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

愛
媛
県
松
山
市
宮
西
一
丁
目
二

変

更

前

の

内
島

朝
良

い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

山
口

及
び
所
在
地

フ
ジ
新
南
陽

二
丁
目
二
番
一
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

六
月
十
二
日
か
ら
同
年
十
月
十
二

商
工
観
光
課
、
周
南
市
新
南
陽
総

所

代
表
者
の
氏

番
三
三
号

有
薗

憲
一

番
一
号

田

明

変

更

後

田

明

県
知
事

二

井

関

成

所

代
表
者
の
氏

よ
る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

合
支
所
、
周
南
市
熊
毛
総
合
支
所

名 名 の部及



二
株

三

山 口

（
二大

と
お当

商
政

一

県 報

四五 三

名

称

ア
ル
ク
山
口
店

所
在
地

山
口
市
中
央
四
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

九
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
は
、
平
成
十
九
年
六
月
十

課
及
び
山
口
市
経
済
部
商
工
振
興

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
二
日

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ベ
ス

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

大
規
模
小
売
店
舗
に

二
八
三
五

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

二
日
か
ら
同
年
十
月
十
二
日
ま

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

山
口
県
知

在
地

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

所

代
表
者
の
氏
名

藏
澄

均

前

変

更

後

届
出

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部

し
ま
す
。

事

二

井

関

成

矢
ヶ
部
武
夫

前

変

更

後

株
式
会
社
ベ
ス
ト
フ
ァ

ミ
リ
ー

福
岡
市
博
多
区
千
代
六

丁
目
二
番
三
三
号

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
十
月
二
十
七

株
式
会
社
丸
久

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

篠
崎

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

蔵
田
株

大
規
模
小
売
店
舗
に

五

変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ア
ル
ク
山
口

所
在
地

山
口
市
中
央

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称
大
庭

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
氏
名
又
は
名

称

近
藤

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
住
所

〃

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

日
防
府
市
大
字
江
泊
一
九
三
六

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

良
二

篠
崎

良

式
会
社

及
び
所
在
地

店四
丁
目
二
八
三
五

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

延
也

大
庭

延

和
子

番
一
号

池
部

智
治

藏
澄

均

更

前

変

更

後

二

蔵
田
株
式
会
社

山
口
市
本
町
二
丁
目
二

所

代
表
者
の
氏

也

近
藤

和
子

山
口
市
中
央
四
丁
目
九

番
一
八

六
〇
四
号

一
〇

名



二 ら
同

周
南

覧
に

一

山 口 県

五（
二大

と
お当

報

四 一二
株

三

所
在
地

周
南
市
道
源
町
四
八

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

年
十
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口

市
新
南
陽
総
合
支
所
、
周
南
市
熊

供
し
ま
す
。

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ベ
ス
ト
電
器
周
南
店

平
成
十
九
年
六
月
一
日

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

九
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模
小
売
店

業
を
行
う
者
の

大
規
模
小
売
店
舗
を

設
置
す
る
者
の
代
表

者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
代
表
者
の
氏

名

株
式
会
社
丸
久

届
出
年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ア
ル
ク
山
口
店

所
在
地

山
口
市
中
央
四
丁
目

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
久

防
府

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

七
五
の
一

代
表
者
の
氏
名

県
商
工
労
働
部
商
政
課
並
び
に

毛
総
合
支
所
及
び
周
南
市
鹿
野

山
口
県
知

在
地

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条

出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出

め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

舗
に
お
い
て
小
売

氏
名
又
は
名
称

変

更

倉
重

雅
之

〃

在
地

二
八
三
五

代
表
者
の
氏
名

住市
大
字
江
泊
一
九
三
六

周
南
市
経
済
部
商
工
観
光
課
、

総
合
支
所
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

二

井

関

成

届
出

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

が
あ
り
ま
し
た
。

、
平
成
十
九
年
六
月
十
二
日
か

前

変

更

後

藏
澄

均

〃

所

代
表
者
の
氏
名

藏
澄

均

平
成
十
九
年
六
月
一
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

駐
車
場
の
収
容
台
数

四

届
出
年
月
日

五

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
二
日

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ベ
ス
ト
電
器

所
在
地

周
南
市
道
源

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
閉
店
時
刻

〃

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
一
日

名

称

株
式
会
社
ベ
ス
ト
電
器

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会

日
福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二

変

更

前

一
六
五
台

及
び
所
在
地

周
南
店

町
四
八
七
五
の
一

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

午
前
八
時

午
後
九
時

午
前
九
時

時
ま
で

住

福
岡
市
博
多
区
千
代
六
丁
目
二

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
ベ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー

番
三
三
号

有
薗

憲
一

変

更

後

一
三
四
台

所

代
表
者
の
氏

午
後
一
二
時

四
五
分
か
ら

一
五
分
ま
で

午
前
零
時
か
ら
午
後
一

二
時
ま
で

か
ら
午
後
九

午
前
零
時
か
ら
午
後
一

二
時
ま
で

所

代
表
者
の
氏

番
三
三
号

有
薗

憲
一

更

前

変

更

後

午
前
零
時

名 名



し
た

二
と

（
三土

県
営

山 口

土
国
営

し
た

一

県 報

一二
と

（
三 三土

国
営

し
た

。 換
地
処
分
の
内
容

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北

お
り

〇
二
）
県
営
中
山
地
区
中
山
間
地

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

中
山
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係

。平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
三
日

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
三
日

換
地
処
分
の
内
容

国
営
農
地
再
編
整
備
事
業
（
豊
北

お
り

〇
一
）
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

〇
〇
）
国
営
農
地
再
編
整
備
事
業

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

農
地
再
編
整
備
事
業
の
施
行
に
係

。平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

地
区
下
田
換
地
区
）
換
地
計
画

域
総
合
整
備
事
業
の
換
地
処
分

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
の
換

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

る
豊
北
地
区
下
田
換
地
区
の
換

山
口
県
知

地
区
鳴
滝
換
地
区
）
換
地
計
画

（
豊
北
地
区
下
田
換
地
区
）
の

（
豊
北
地
区
鳴
滝
換
地
区
）
の

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条

る
豊
北
地
区
鳴
滝
換
地
区
の
換

山
口
県
知

書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画
の

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

事

二

井

関

成

書
に
記
載
さ
れ
た
換
地
計
画
の

換
地
処
分

換
地
処
分

の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

事

二

井

関

成

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
歌
野
地
区
防
災
ダ
ム
事
業

法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
歌
野
地
区
防
災
ダ
ム

県
営
歌
野
地
区
基
幹
水
利

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
九
年
六
月
十
三
日

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村

（
三
〇
四
）
県
営
歌
野
地
区
防

（
三
〇
三
）
県
営
歌
野
地
区
基

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

県
営
歌
野
地
区
基
幹
水
利
施
設

用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

一

換
地
処
分
の
年
月
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八

二

換
地
処
分
の
内
容

県
営
中
山
地
区
中
山
間
地

か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

山
口

事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

施
設
補
修
事
業
変
更
計
画
書
の
写

か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で

整
備
課

災
ダ
ム
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

幹
水
利
施
設
補
修
事
業
変
更
計
画

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十

補
修
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口

山
口

日域
総
合
整
備
事
業
換
地
計
画
書
に

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る

し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

し 書
の
縦
覧

七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

二

井

関

成

県
知
事

二

井

関

成

記
載
さ
れ
た
換
地
計
画
の
と
お
り

、同 、準



該
八

山 口 県

四五六七

報

一二三 三（
三次

当
す
る
た
め

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
五
月
二
十
二
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

東

契
約
金
額

二
億
六
千
九
百
一
万
円

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

会
計
管
理
局
会
計
課

山
口
市
滝

契
約
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム
用
機
器

一

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

〇
五
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

京
都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
一
五

由二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六

山
口
県
知

所
在
地

町
一
番
一
号

量式 り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

番
一
二
号

十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に

事

二

井

関

成



平
成
十

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日
印
刷

九
年
六
月
十
二
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）


